
 
● 中⼩企業・⼩規模事業者等の定義 

１．下記、中⼩企業・⼩企業者等の定義に該当している 
「中⼩企業・⼩規模事業者等」とは、資本⾦⼜は出資(資産)の総額がその業種ごとに定める⾦額以下の
会社または常時使⽤する従業員の数がその業種ごとに定める数以下の法⼈及び個⼈であって、その業種
に属する事業を主たる事業として営むもの。 

 

 

 

 


